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Ｊ Ｒ Ａカード・プレミアムは、「 リボ払い」方式のカードである

「Jizile（ジザイル）」のシステムを採用しているため、下記会員特

約のほかに「Ｊ izile(ジザイル)会員特約」が適用となります。 

「個人会員規約」「Ｊ izile(ジザイル)会員特約」とあわせてお読み

ください。 

 

2025年 12月 9日改定 

ＪＲＡカード・プレミアム会員特約 

第 1条（カードの名称） 

本カードは、ＪＲＡシステムサービス株式会社（以下「ＪＲＡシステムサー

ビス」といいます。）および三菱ＵＦＪニコス株式会社（以下「三菱ＵＦＪニ

コス」といいます。）が提携して発行するもので、名称は「ＪＲＡカード・

プレミアム」（以下「カード」といいます。）と称します。 

第 2条（会員） 

1．申込者は「日本中央競馬会「ＪＲＡ指定席・入場券ネット予約」会

員約定」（以下「ＪＲＡ会員約定」といいます。）ならびに本特約お

よび個人会員規約（以下「会員規約」といいます。）を承認のうえ、

ＪＲＡシステムサービスおよび三菱ＵＦＪニコス（以下「両社」とい

います。）に入会の申込みをした方で、両社が適当と認めた方を

会員とします。 

2．会員には両社がカードを発行します。カードの所有権は両社に属す

るものとします。 

第 3条（会員資格の喪失） 

1．会員は、ＪＲＡ会員約定に定める会員登録の取消事由または会員規

約に定める会員資格の取消事由に該当したことにより、何れかまた

は両方の契約を解除された場合はカードの会員資格を喪失するも

のとします。 

2．会員が、本カードの有効期限が到来する17ヵ月前から1ヵ月前まで

の期間に、三菱ＵＦＪニコスより一度も本カードの利用代金の約定請

求がない場合、三菱ＵＦＪニコスは、本カードの有効期限の到来を

もって当該会員の三菱ＵＦＪニコス会員資格を取消すことができるも

のとします。 

3．前各項により会員が会員資格を喪失したことに伴い、ＪＲＡシステム

サービスまたは三菱ＵＦＪニコスがカードの返還を求めた場合には、

会員はすみやかに三菱ＵＦＪニコスに返還するものとします。 



第 4条（個人情報の提供と利用の同意） 

1．本条は、個人情報の取扱いに関する同意条項（以下「同意条項」とい

います。）の特約として定めるものであり、申込者または会員は次の

通り、三菱ＵＦＪニコスとＪＲＡシステムサービスおよび日本中央競馬

会（以下「ＪＲＡ」といいます。）が個人情報を提供し利用することに同

意します。 

（1）三菱ＵＦＪニコスがＪＲＡシステムサービスならびにＪＲＡに対し、提供

する情報と利用目的 

①提供する情報 

イ．入会申込書および入会後の届出書等に記載された、あるいは

申告いただいた事項 

ロ．入会の審査結果および三菱ＵＦＪニコス会員資格喪失の事実

（理由を除きます。） 

ハ．本カード会員番号と有効期限 

②利用目的 

イ．ＪＲＡカード会員管理 

（2）ＪＲＡシステムサービスならびにＪＲＡが三菱ＵＦＪニコスに対し、提供

する情報と利用目的 

①提供する情報 

イ．ＪＲＡカード会員資格喪失の事実（理由を除きます。） 

ロ．会員が届け出た属性情報（住所・氏名・電話番号等）の変更情報 

ハ．ＪＲＡ会員番号 

②利用目的 

イ．ＪＲＡカード会員管理 

2．両社ならびにＪＲＡは前項の個人情報の提供と利用については個人

情報保護のため適切な措置を講じるものとします。 

第 5条（デザイン変更） 

両社は、予告なしにいつでもカードの券面デザインを両社独自のデザイ

ンへ変更できるものとし、会員はあらかじめその旨を承認するものとし

ます。 

第 6条（適用） 

本特約に定めのない事項については、会員規約または同意条項が適用

されるものとし、本特約と会員規約または同意条項の間で抵触がある

場合には、本特約が優先されるものとします。 

 

<ご相談窓口> 

ＪＲＡシステムサービスまたはＪＲＡに対する個人情報の開示・訂正・削除

などの会員の個人情報に関する問合せについては下記にご連絡くださ

い。 

ＪＲＡシステムサービス株式会社 

〒135-0034 東京都江東区永代 1丁目 14番 5号 

ＴＥＬ．03-5245-2555 （ＪＲＡカード・サービスセンター） 

日本中央競馬会 

〒105-0003 東京都港区西新橋 1丁目 1番 1号 

日比谷フォートタワー 
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